
対象・対象外判定フロー 

国の法令で定められている ア.対象外 

エ.対 象 

No 

Yes 

国、県の補助要綱（県条例、規則を含む）で定められている イ.対象外 

No 

Yes 

市の条例、規則、要綱に基づくものであり、以下いずれかに該当する 
  ・条例、規則、要綱に終期が設定されている 
  ・国、県等の補助金が１００％充当される 
  ・制度開始、又は、見直しから３年未満である 
  ・第３者機関による定期的な見直しを実施している 

ウ.対象外 

No 

Yes 

法令等に基づいて、国又は地方公共団体に対して負担するものである オ.対象外 

No 

Yes 

地方公共団体や国の機関のみにより構成される団体に対して、会則等で取り
決められた費用を負担するものである 

カ.対象外 

No 

Yes 

市の施設（他自治体と共同設置した施設を含む）に関する管理費・工事費等
や、市に実施義務がある事務を他の自治体と共同実施する場合の応分の経
費を負担するものである 

キ.対象外 

No 

Yes 

補助金・交付金 

負 担 金 

ケ.対 象 

参加自治体の範囲が福岡都市圏よりも広範囲にわたる任意団体へ、会則等
で取り決められた費用を負担するものである 

ク.対象外 

No 

Yes 

資料 ② 


